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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第50期

第２四半期連結累計期間
第50期

第２四半期連結会計期間
第49期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 180,870 92,139 338,217

経常利益 (百万円) 7,855 4,326 14,280

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,936 2,395 7,747

純資産額 (百万円) ― 142,920 139,952

総資産額 (百万円) ― 226,400 222,805

１株当たり純資産額 (円) ― 1,262.75 1,236.96

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 35.28 21.47 69.45

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 62.2 61.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,516 ― 16,204

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,914 ― △15,018

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,112 ― △5,893

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 29,705 32,386

従業員数 (名) ― 10,374 9,960

(注)　１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

していない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載

していない。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はな

い。また、主要な関係会社に異動はない。

 

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

 

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日
現在

従業員数(名) 10,374　　 [9,460]　　　

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[　]内に当第２四半期連結会計期間の平均人数を外数で記載し

ている。

 

 

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日
現在

従業員数(名) 2,230　　　 [172]　　　

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[　]内に当第２四半期会計期間の平均人数を外数で記載してい

る。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び売上高の状況】

(1) 生産実績

物流サービスの提供が主要な事業であるため、記載を省略している。

 

 

(2) 受注実績

物流サービスの提供が主要な事業であるため、記載を省略している。

 

 

(3) 売上高実績

当第２四半期連結会計期間における売上高実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のと

おりである。
 

事業の種類別セグメントの名称 売上高(百万円)

国内物流事業 62,225

国際物流事業 25,062

その他事業 4,852

合計 92,139

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去している。

２　売上高合計の10％以上に該当する相手先はない。

　　　　　　３　上表の金額には、消費税等は含まれていない。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当社は、企業の物流業務をトータルでサポートする「システム物流（３ＰＬ：企業物流の包括的受

託）」をコアビジネスとしている。成長・拡大を続ける同市場において、システム物流のリーディン

グカンパニーとしての優位性を活かし、競合他社との差別化を鮮明に打ち出しつつ、事業構造改革・

競争力強化を図っている。

物流業界では、原油価格の高騰、環境等法規制の強化、企業間競争の激化に加え、景気の悪化など厳

しい経営環境の中、当第２四半期連結会計期間における当社は、国内外のシステム物流の新規受託な

どにより業績を拡大することができた。

当第２四半期連結会計期間の売上高は、システム物流事業が堅調に推移したことや欧州チェコのＥ

ＳＡ社の連結化などにより９２１億３９百万円となった。営業利益については、作業生産性の向上な

ど不採算・低収益事業の改善を図ったことなどにより、４２億８３百万円となった。経常利益は、４３

億２６百万円、四半期純利益は、２３億９５百万円となった。
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①当第２四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの営業状況は以下のとおりである。

 

国内物流事業では、幅広い顧客ニーズに適応した効率的なロジスティクスオペレーションを構築す

るとともに、全体最適できめ細かなサービスの提供を図った。

当第２四半期連結会計期間においては、小売、食品、生活関連分野などの関連顧客向けの新規案件を

立上げた。食品関連顧客向けの案件では、タカノフーズ(株)の物流子会社の株式を全て譲受け、東日本

エリアの業務を一括受託することとなり、９月より新会社として業務を開始している。また、佐賀県、

埼玉県、千葉県においては、新規の物流センターが本格稼働し、更に当連結会計年度中には現在建設中

の東京都、愛知県、佐賀県の物流センターが新たに稼動するなど、事業拠点の整備にも努めた。

これらの結果、当セグメントの売上高は、６２２億２５百万円、営業利益は、５１億９８百万円と

なった。

国際物流事業では、調達から販売まで国内外一貫受託するグローバルシステム物流事業を加速さ

せ、グローバル案件の受託も着実に増加した。海外では、北米・欧州・中国・アジアにおける事業基盤

の強化を図るとともに、今後拡大が見込まれるインド・中東地区などでの営業に注力し、お客様のグ

ローバル戦略に呼応した最適で高品質な物流システムの確立に努めた。

当第２四半期連結会計期間においては、北米において、薄型テレビの物量が景気低迷の影響などに

より引続き低調に推移したが、物流施設の統廃合や新たな事業の柱とすべく自動車部品分野の強化を

図るなど、事業構造の改革に努めた。今後は、更なる構造改革を推し進め、一層の業績改善に努めてい

きたい。欧州においては、当社グループの連結会社となった欧州チェコのＥＳＡ社とのシナジー効果

を発揮すべく、中・東欧地域をはじめ欧州全域における新規事業の開拓に注力した。中国では、アパレ

ル関連顧客向けの検品・検針サービスや調達物流業務を新規に立上げた。

これらの結果、当セグメントの売上高は、２５０億６２百万円、営業利益は、４億９６百万円となっ

た。

その他事業では、旅行代理店事業が堅調に推移したことなどから、当セグメントの売上高は、４８億

５２百万円、営業利益については、６億２５百万円となった。

 

②所在地別セグメントの営業状況は以下のとおりである。

 

日本では、システム物流事業における新規案件の受託拡大などにより比較的堅調に推移した。また、

佐賀県、埼玉県、千葉県においては、新規の物流センターが本格稼働するなど、事業拠点の整備にも努

めた。

これらの結果、当セグメントの売上高は、７９２億５４百万円、営業利益は、６１億５０百万円と

なった。

その他の地域では、北米においては、薄型テレビの物量が景気低迷の影響などにより引続き低調に

推移したが、それ以外の地域では、比較的堅調だった。

これらの結果、当セグメントの売上高は、１２８億８５百万円、営業利益は、１億６９百万円となっ

た。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から３５億９５百万円増加し、２,２６

４億円となった。流動資産は受取手形及び売掛金が１２億８１百万円増加したことや、預け金が１９

億８３百万円減少したことなどにより３億６１百万円減少した。固定資産は有形固定資産が３８億６

０百万円増加したことなどにより３９億５６百万円増加した。
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当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末から６億２７百万円増加し、８３４億

８０百万円となった。流動負債は１年内返済予定の長期借入金６０億円が固定負債から流動負債に振

替わったことなどにより、５０億７４百万円増加した。固定負債は１年内返済予定の長期借入金が流

動負債に振替わったことなどにより長期借入金が５９億１０百万円減少したことや、その他の固定負

債が１６億６３百万円増加したことなどにより４４億４７百万円減少した。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から２９億６８百万円増加し、１,４２

９億２０百万円となった。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末から０.３ポイント上昇し６

２.２％となり、また１株当たり純資産額は２５円７９銭増加し１,２６２円７５銭となった。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、第

１四半期連結会計期間末から３億４４百万円減少し、２９７億５百万円となった。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりで

ある。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、４４億９７百万円の収入となった。この主な要因は、税金

等調整前四半期純利益４０億８３百万円、減価償却費２３億１０百万円、その他の資産・負債の増

減額２０億７１百万円などによる資金の増加と、売掛債権の増加額３１億７８百万円、仕入債務の

減少額１３億８３百万円などによる資金の減少によるものである。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、４２億１２百万円の支出となった。この主な要因は、有形

及び無形固定資産の取得による支出４１億８６百万円などによる資金の減少によるものである。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億６７百万円の支出となった。この主な要因は、短期

借入金の減少額１億４７百万円などによる資金の減少によるものである。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はない。

 

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は１８百万円で、全社費用に含めて

いる。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備

の新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 292,000,000

計 292,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 111,776,714111,776,714
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 111,776,714111,776,714― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

　　　該当事項なし。

 

(3) 【ライツプランの内容】

 

該当事項なし。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～
平成20年９月30日

― 111,776― 16,802― 13,424
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 59,452 53.19

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 9,375 8.39

中央商事株式会社 東京都千代田区内神田一丁目１番14号 6,368 5.70

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,206 1.97

日立物流社員持株会 東京都江東区東陽七丁目２番18号 1,867 1.67

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,393 1.25

ザ チェース マンハッタン バ
ンク エヌエイ ロンドン エス 
エル オムニバス アカウント
（常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行）
 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD,ENGLAND
 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

1,321 1.18

ザ バンク オブ ニユーヨーク　
トリーテイー ジャスデツク ア
カウント
（常任代理人　株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN,1040 
BRUSSELS,BELGIUM
 
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

1,187 1.06

福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目20番１号 1,038 0.93

住友信託銀行株式会社
(信託Ｂ口)

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 990 0.89

計 ― 85,201 76.23

(注)　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。

　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   　7,848千株

　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)　　　 　1,622千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

223,900
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

111,527,500
1,115,275 ―

単元未満株式
普通株式

25,314
― ―

発行済株式総数 111,776,714― ―

総株主の議決権 ― 1,115,272 ―

(注)　 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれている。

 

 

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社日立物流

東京都江東区東陽七丁目
２番18号

223,900― 223,900 0.20

計 ― 223,900― 223,900 0.20

 

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成20年
　４月

 
　５月

 
　６月

 
７月

 
　８月

 
　９月

最高(円) 1,5721,3401,3971,5461,4861,500

最低(円) 1,2141,1621,2171,2611,3261,182

(注)　 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年

７月１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,078 4,818

受取手形及び売掛金 72,239 70,958

商品 649 665

原材料 177 176

仕掛品 189 147

預け金 26,155 28,138

その他 7,405 6,289

貸倒引当金 △656 △594

流動資産合計 110,236 110,597

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 47,268 48,442

土地 32,615 32,557

その他（純額） 13,676 8,700

有形固定資産合計 ※１
 93,559

※１
 89,699

無形固定資産

のれん 3,958 4,087

その他 3,626 3,482

無形固定資産合計 7,584 7,569

投資その他の資産 15,021 14,940

固定資産合計 116,164 112,208

資産合計 226,400 222,805
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 25,123 25,692

短期借入金 1,322 942

1年内返済予定の長期借入金 6,000 －

未払法人税等 3,802 4,271

その他 23,795 24,063

流動負債合計 60,042 54,968

固定負債

長期借入金 8,153 14,063

退職給付引当金 10,330 10,380

役員退職慰労引当金 611 761

その他 4,344 2,681

固定負債合計 23,438 27,885

負債合計 83,480 82,853

純資産の部

株主資本

資本金 16,803 16,803

資本剰余金 13,427 13,427

利益剰余金 110,653 107,721

自己株式 △176 △175

株主資本合計 140,707 137,776

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 243 306

為替換算調整勘定 △87 △95

評価・換算差額等合計 156 211

少数株主持分 2,057 1,965

純資産合計 142,920 139,952

負債純資産合計 226,400 222,805
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 180,870

売上原価 162,873

売上総利益 17,997

販売費及び一般管理費 ※１
 10,270

営業利益 7,727

営業外収益

受取利息 119

受取配当金 44

持分法による投資利益 68

その他 117

営業外収益合計 348

営業外費用

支払利息 171

その他 49

営業外費用合計 220

経常利益 7,855

特別利益

固定資産売却益 14

特別利益合計 14

特別損失

固定資産売却損 7

固定資産除却損 138

事業拠点再構築費用 144

特別退職金 9

特別損失合計 298

税金等調整前四半期純利益 7,571

法人税等 3,611

少数株主利益 24

四半期純利益 3,936
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 92,139

売上原価 82,700

売上総利益 9,439

販売費及び一般管理費 ※１
 5,156

営業利益 4,283

営業外収益

受取利息 60

受取配当金 6

持分法による投資利益 34

その他 60

営業外収益合計 160

営業外費用

支払利息 86

その他 31

営業外費用合計 117

経常利益 4,326

特別利益

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失

固定資産売却損 2

固定資産除却損 121

事業拠点再構築費用 115

特別退職金 9

特別損失合計 247

税金等調整前四半期純利益 4,083

法人税等 1,646

少数株主利益 42

四半期純利益 2,395
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,571

減価償却費 4,428

長期前払費用償却額 459

のれん償却額 129

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △150

その他の引当金の増減額（△は減少） 57

受取利息及び受取配当金 △163

支払利息 171

固定資産売却損益（△は益） △7

売上債権の増減額（△は増加） △920

たな卸資産の増減額（△は増加） 27

仕入債務の増減額（△は減少） △844

その他の資産・負債の増減額 △235

その他 205

小計 10,654

利息及び配当金の受取額 163

利息の支払額 △165

法人税等の支払額 △4,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △10

定期預金の払戻による収入 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,748

有形及び無形固定資産の売却による収入 32

投資有価証券の取得による支出 △3

長期前払費用の取得による支出 △203

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

50

その他 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 247

長期借入金の返済による支出 △95

配当金の支払額 △1,004

少数株主への配当金の支払額 △27

その他 △233

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 △171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,681

現金及び現金同等物の期首残高 32,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 29,705
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　連結の範囲の変更

(１)連結の範囲の変更

当第２四半期連結会計期間より、小美玉エイチビーサービス㈱は新たに株式を取得したため、連結の

範囲に含めている。

(２)変更後の連結子会社の数

４３社

２　持分法適用の範囲の変更

(１)持分法適用関連会社の変更

　　当第２四半期連結会計期間より、上海邦達新物流有限公司は新たに設立したため、持分法適用の範囲に

含めている。

(２)変更後の持分法適用関連会社の数

　　１１社

３　連結子会社の四半期連結決算日の変更

　該当事項はない。
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４　会計処理の原則及び手続の変更

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による低価法によっていたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定している。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。

 

(２)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。

　　

(３)リース取引に関する会計基準の適用（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができること

になったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっている。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。
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当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

(４)リース取引に関する会計基準の適用（貸主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができること

になったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっている。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。

 

５　四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更

該当事項はない。
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【簡便な会計処理】

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定している。

 

２　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっている。

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額　　  83,111百万円※１　有形固定資産減価償却累計額　　  80,862百万円

２　偶発債務

①　従業員の住宅融資金の銀行借入金

等

 

②　再保証

… 9百万円

 

 

…82百万円

２　偶発債務　

①　従業員の住宅融資金の銀行借入金

等

 

②　再保証

…15百万円

 

 

…77百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりである。

人件費 6,327百万円

減価償却費 427百万円

賃借料 457百万円

 

 

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりである。

人件費 3,117百万円

減価償却費 222百万円

賃借料 225百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,078百万円

預け金 　26,155百万円

　　　計 30,233百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金等 △528百万円

現金及び現金同等物 29,705百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１

日　至平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 111,776,714

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 223,920

 

 

３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はない。

 

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月28
日
取締役会

普通株式 1,004 9平成20年３月31日平成20年５月30日利益剰余金

 

　(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連

結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月29
日
取締役会

普通株式 1,116 10平成20年９月30日平成20年11月28日利益剰余金

 

 

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はない。
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(リース取引関係)

リース取引開始日がリース取引に関する会計基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しているが、

当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動

が認められないため、記載していない。

 

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著

しい変動はない。

 

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の当第２四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較

して著しい変動はない。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

 

 
国内物流
事業
(百万円)

国際物流
事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

62,22525,062 4,852 92,139 ― 92,139

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― 1,888 1,888(1,888) ―

計 62,22525,062 6,740 94,027(1,888)92,139

営業利益 5,198 496 625 6,319(2,036)4,283

 

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 

 
国内物流
事業
(百万円)

国際物流
事業

(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

122,12349,491 9,256180,870 ― 180,870

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― 3,378 3,378(3,378) ―

計 122,12349,49112,634184,248(3,378)180,870

営業利益 10,026 782 918 11,726(3,999)7,727

(注)　１.事業区分は、売上高集計区分によっている。

２.各事業区分の主な事業内容は下記の通りである。

事 業 区 分 事　業　内　容

国内物流事業

・システム物流事業〔国内〕

　(物流システム構築、情報管理、在庫管理、受発注管理、流通加工、物流センター運営、

工場構内物流作業、輸配送など物流業務の包括的受託)

・一般貨物・重量品・美術品などの輸送・搬入・据付作業

・工場・事務所などの大型移転作業

・倉庫業、トランクルームサービス

・産業廃棄物の収集・運搬業

国際物流事業

・システム物流事業〔国際〕

　(通関手続、陸上・海上・航空の輸送手段を利用した国際一貫輸送など物流業務の包括的
受託)

・海外現地物流業務

・航空運送代理店業

その他事業

・物流コンサルティング業

・情報システムの開発・設計業務

・情報処理の受託業務

・コンピュータの販売業務

・旅行代理店業務

・自動車の整備・販売・賃貸業務

・不動産賃貸業

・自動車教習事業
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

 

 
日本
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

79,254 12,885 92,139 ― 92,139

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,239 1,175 2,414 (2,414) ―

計 80,493 14,060 94,553 (2,414) 92,139

営業利益 6,150 169 6,319 (2,036) 4,283

 

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 

 
日本
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

155,281 25,589 180,870 ― 180,870

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,550 2,157 4,707 (4,707) ―

計 157,831 27,746 185,577 (4,707) 180,870

営業利益 11,515 211 11,726 (3,999) 7,727

 (注) １．「その他の地域」に含まれるそれぞれの国又は地域の売上高が連結売上高の10％未満のため、国又は

地域別の記載を省略している。

　　　　２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　その他の地域・・・米国、オランダ、チェコ、スロバキア、中国、シンガポール、タイ等
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

 

 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 7,186 3,343 2,768 13,297

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 92,139

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

7.8 3.6 3.0 14.4

 

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 

 欧州 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 13,952 6,874 5,331 26,157

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 180,870

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

7.7 3.8 2.9 14.5

(注)　１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

　　　　２．各区分に属する主な国又は地域

（１）欧州・・・オランダ、ドイツ、フランス、チェコ、スロバキア等

（２）北米・・・米国、メキシコ

（３）その他の地域・・・中国、シンガポール、タイ、マレーシア等

　　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高である。

 

(企業結合等関係)

該当事項はない。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

１株当たり純資産額 1,262.75円

  

１株当たり純資産額 1,236.96円

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 142,920 139,952

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

2,057 1,965

（うち少数株主持分） 　（2,057） （1,965）

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会
計年度末）の純資産額(百万円)

140,863 137,987

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期
連結会計期間末（連結会計年度末）の普通株式
数(千株)

111,553 111,553

 

２　１株当たり四半期純利益金額

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

  

１株当たり四半期純利益金額 35.28円

  

１株当たり四半期純利益金額 21.47円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していな

い。

２．１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

四半期純利益金額(百万円) 3,936 2,395

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 3,936 2,395

普通株式の期中平均株式数(千株) 111,553 111,553

 

(重要な後発事象)

該当事項はない。
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２ 【その他】

第50期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年10月29日開

催の取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。

① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　    1,116百万円

② １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　 　  10円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　 平成20年11月28日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成20年11月14日

株式会社　日　立　物　流

執行役社長　鈴　木　登　夫　殿

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　青　　栁　　好　　一　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　辻　　　　　幸　　一　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社日立物流の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日

から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結

損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等

に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国におい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。

 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日立物流及び連結子会社

の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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